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２ 主 催（予定）
厚生省、都道府県、政令市、特別区、�社日本医師会、
�財結核予防会、�社全国結核予防婦人団体連絡協議会
及び�財健康・体力づくり事業財団
３ 後 援（予定）
文部省、労働省、日本放送協会、�社日本新聞協会、
�社日本民間放送連盟、�財日本学校保健会、�社国民健
康保険中央会、健康保険組合連合会、�社生命保険協
会、全国地域婦人団体連絡協議会、�社全国地区衛生
組織連合会、�社日本放射線技師会及び�社日本看護協
会
４ 実施期間
平成12年９月２４日（日）から９月３０日（土）まで
５ 重点目標
�１地域の状況に即した対策を強化し、よりきめ細
かく結核に対する正しい知識の啓発に努める。
�２国民の結核に対する正しい理解のため、結核予
防婦人会を始めとする地域の団体組織などを通
じて、普及啓発を図る。

６ 結核予防週間中の標語
「結核！みんな知ってる 忘れてる。」
その他実施機関によって適宜作成するものとす
る。
７ 実施行事等
�１ 結核予防週間の周知
結核予防週間のポスターを作成し、関係各機
関へ配布するほか、電車・バス内での広告、懸
垂幕、電光掲示板等により国民一般に対して結
核予防週間の周知を図る。
�２ 結核対策推進優良市町村の表彰
結核対策の推進を図るため、結核対策全般に
わたって優良な成績をおさめている市町村に対

し、�財結核予防会総裁表彰を行う。
�３ 資料の配布
結核に対する関心を高めるため、関係各機関
等に結核予防のためのポスター、リーフレット
等を配布する。
�４ 講習会等の開催
結核予防活動を推進するため、結核予防婦人
会を中心とした地区組織の拡充強化を図るとと
もに、各地において講演会、講習会、パネル展
等を開催する。
�５ 児童・生徒への結核の知識の普及
結核の正しい知識を児童・生徒に普及するた
め、全国の小中高等学校において学級活動、学
校行事等を通じて指導するよう、文部省の後援
により呼びかける。
�６ 街頭健康診断等の実施
結核予防週間の周知と国民一般の結核に対す
る関心を喚起するため、街頭健康診断を行うほ
か、結核予防を周知する語句の入った風船、広
報ポケットティッシュ等を手渡すなどして結核
予防思想の普及を図る。
�７ 報道機関等との連携
全国の主要な報道機関にリーフレット等の広
報資料を配付し、結核予防週間の周知、行事の
取材等を依頼する。
広報誌、関係機関誌等に結核予防に関する記
事が掲載されるよう積極的に依頼する。
�８ その他
上記のほか、各地域で適宜結核予防週間の趣
旨に沿った行事を行う。
（例）一日保健所長、各種集会の開催、標語の募

集等

平成１２年度結核予防週間実施要領
９月２４日（日）～３０日（土）

１ 趣 旨
我が国の結核事情は、かつて多くの人々の命が奪い去られた時代には想像もできなかったほどの大幅な改
善を遂げてきた。
しかしながら、我が国の結核の現状は、年間約４万４千人の新規結核患者が発生し、約２千８百人が結核
で亡くなっているなど、罹患率、死亡率は先進諸国の中で最も高い水準にある。さらに平成９年にはこれま
で減少を続けてきた新規発生患者が３８年ぶりに、罹患率が４３年ぶりに増加に転じ、平成10年もこの傾向が
続いているので、結核が再興感染症として猛威を振るうのではないかとの危惧が現実のものとなっている。
そこで、厚生省では昨年７月に「結核緊急事態宣言」を行い、関係団体、地方自治体及び関係省庁に対し
て、結核問題を再認識し、各種対策の推進に努めるとともに、国民に対する啓発活動を強化するよう要請し
ているところである。
結核対策を推進するためには、結核対策の取り組みについての国民一人一人の理解と協力が必要不可欠で
あることから、この結核予防週間を機会に国民の結核への関心を大いに高めるとともに、結核に関する知識
を深め、結核対策の推進に一丸となって取り組む気運を高めることを趣旨とするものである。
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